
【評価結果の概要】

●今後３０年の運転を仮定しても、機器・構造物は、現状の保全活動
や点検・検査を充実していくことで、今後も安全に運転することが
可能との見通しを得た。

●長期保全計画を策定した。

【評価結果の概要】

●今後２０年の運転を仮定しても、機器・構造物は、現状の保全活動の継続に
より、健全に維持できると評価した。

●現状の保全活動に追加して実施するものを、長期保守管理方針として定め、
国の認可を受ける。

・事故発生時に使用できることが求められているケーブルは、
製造メーカの調査結果に基づき取替

・布設環境調査を反映し、再評価または取替
ケーブル

ﾊﾞｯﾌﾙﾌｫｰﾏﾎﾞﾙﾄについて、日本機械学会の維持規格※に
基づく超音波探傷検査の実施が必要な場合には計画を策定
※発電用原子力設備の維持（検査、評価、補修等）に関する技術的諸規定を

定めた 規格。

炉内構造物

伝熱性能の傾向監視結果に基づき、スケール※除去が必要
な場合には計画を策定
※給水に含まれる不純物が付着・堆積したもの。

蒸気発生器

方針の概要対象部位

実機環境確認やｹｰﾌﾞﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ調査等ケーブル

ﾊﾞｯﾌﾙﾌｫｰﾏﾎﾞﾙﾄ※の超音波探傷検査
※原子炉容器内の燃料集合体を取り囲む壁（バッフル板）を固定

するためのボルト。

炉内構造物

実過渡回数※に基づく疲労評価を実施
※プラントの起動、停止等に伴い、機器の温度や圧力が変化する

ことの回数。

原子炉容器

計画の概要対象部位

４０年目の高経年化技術評価（平成２１年１１月）３０年目の高経年化技術評価（平成１１年２月）

○３０年目に評価を実施した機器の
経年劣化度合いを再評価する

○３０年目の評価以降実施してきた
長期保全計画の有効性も評価す
る

長期保全計画の例

長期保守管理方針の例

高経年化対策実施ガイドライン
及び標準審査要領に基づき実施

ﾊﾞｯﾌﾙﾌｫｰﾏﾎﾞﾙﾄ（全624本）の取替
実施

実機環境確認実施（温度、線量）

疲労評価を行い、許容値以下である
ことを確認。今後も現状の保全活動
を継続

保全実績（概要）

○評価結果

美浜発電所１号機 高経年化技術評価の概要について 平成２２年５月１４日

当社は美浜発電所１号機について、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」等に基づき、４０年目の高経年化技術評価の実施および同評価に基づく

長期保守管理方針を策定しました。今回の高経年化技術評価では、３０年目の高経年化技術評価以降の運転経験や技術的知見等を取り入れ、運転開始から６０年

の運転期間を仮定して評価を行いました。この結果、現在行っている保全活動に加えて一部の機器に追加保全策を講じることで、４０年目以降の運転においても、

プラントを健全に維持できることを確認するとともに、同評価に基づく追加保全策を長期保守管理方針として取りまとめ、昨年１１月に国に提出しました。

現在、４０年目の高経年化技術評価と同評価に基づく１０年間の長期保守管理方針について、国による審査を受けている段階です。

○高経年化技術評価と長期保守管理方針の流れ
運転開始 運転開始後
（S45.11.28） 定期安全レビュー（PSR）※３

※１ 中性子線が照射されることで材料が硬くなり破壊に対する抵抗力が低下し脆くなること。
※２ 中性子線照射の影響で化学組成等が変化した材料に、環境要因、応力要因が重なることで発生する応力腐食割れ。
※３ 保安規定に定められた、原子力発電所の保守、運転、燃料、放射線管理等の保安活動を１０年に１度評価する活動。

長期保全計画の策定

保守管理活動に

追加して実施
今後１０年間の長期保守管理方針を
保安規定に定め、国が認可

・長期保守管理方針に基づく具体的な保全項目を反映
した保全計画を保安規程に定め、保全サイクル毎に
届出を行い、保全を実施

・保全計画の妥当性を国が事前に確認し、実施状況に
ついても定期安全管理審査等で確認

・中性子照射脆化※１

・照射誘起型応力腐食割れ※２

：

【主な経年劣化事象】

（ＰＳＲ）

・想定される劣化事象に対する最新の技術的知見や運転実績を
踏まえた評価の実施ならびに追加的な保全策の抽出と策定

・３０年目の評価および長期保全計画の検証

長期保守管理方針の策定

保守管理活動

・定期検査

・定期事業者検査（平成１６年以降） 等

想定される劣化事象に対する
追加的な保全策の抽出と策定

PSR

４０年目の高経年化技術評価（ＰＬＭ）３０年目の高経年化技術評価（ＰＬＭ）

10年 ２０年 ３０年 ４０年（Ｈ２２．１１．２８） ５０年 ６０年

（ＰＬＭ）▲

保守管理活動に

更に追加して実施


